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政策会議付議事案書（令和７年１月７日） 

提案課名 都市整備課 

報告者名 片倉 祐一 

事案名  他の団体の公の施設の利用に関する協議について 資料 有 

目
的

・
必
要
性 

秦野中井インターチェンジ周辺の本市西大竹地区と中井町諏訪地区にまたがる一団

の土地において、組合土地区画整理事業により新たな産業用地を創出することを目的

に、令和５年４月に秦野中井インターチェンジ南土地区画整理組合が設立されまし

た。本市の産業振興、地域の活性化に資する本事業に対し、本市も技術支援を行って

います。 

現在、同組合では優良企業の誘致を目指し、産業用地の造成や道路等の公共施設の

整備工事を行っていますが、行政区域界にまたがる土地で施行している本事業におい

て、本市の区域に上水道を効率的に供給するため、中井町の上水道施設を利用するも

のとし、地方自治法第２４４条の３第２項の規定により、中井町と協議するもので

す。 

なお、同条第３項の規定に基づき、中井町と協議することについて、議会の議決を

求めるものです。 

経
過

・
検
討
結
果 

令和４年５月  上下水道施設に関する基本的な整備方針を市町関係課間で確認 

令和５年４月  秦野中井インターチェンジ南土地区画整理組合が設立 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

１ 中井町の公の施設を本市の区域において利用することについて、地方自治法第 

２４４条の３第２項に基づき、次の事項について中井町と協議を行うこと。 

(1) 名称 

   上水道施設 

(2) 設置の区域 

秦野市西大竹字猪燒、字大境及び字久保の各一部 

２ １の協議を行うことについて、地方自治法第２４４条の３第３項に基づき、 

議会の議決を求めること。 

今
後
の
取
扱
い 

令和７年２月   令和７年３月市議会第１回定例月会議に議案提出 

令和７年４月以降 中井町と協定書の締結に向けた協議を開始 

 議題５ 
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議案第  号  

 

   他の団体の公の施設の利用に関する協議について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の３第２項の規定により、

中井町の公の施設を本市の区域において利用することについて、次のとおり協

議するものとする。 

 

１ 公の施設の名称 

  上水道施設 

２ 設置の区域 

  秦野市西大竹字猪燒、字大境及び字久保の各一部 

３ 施設利用の目的 

  行政区域境界にまたがる土地で施行している、秦野中井インターチェンジ

南土地区画整理事業において、本市の区域に上水道を効率的に供給するため。 

４ 本市の区域における使用関係 

  上水道施設の使用料、給水に関する手続その他必要な事項については、中

井町水道事業給水条例その他の規程に定めるところによる。 

５ 経費の負担 

  使用者の負担とする。 

 

  令和７年  月  日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 秦野中井インターチェンジ南土地区画整理事業地のうち本市の区域において、

中井町の上水道施設から水道の供給を受けるため、地方自治法第２４４条の３

第３項の規定により議会の議決を求めるものであります。 
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土地改良事業（全中井町域） Ａ＝１０．７㌶

土地区画整理事業 Ａ＝１０．２㌶

秦野市域 Ａ＝３．４㌶ 中井町域 Ａ＝６．８㌶

１街区
秦野市域 Ａ＝２．２８㌶

２街区
Ａ＝４．０６㌶

秦野市域
A=0.55㌶

中井町域
A=3.51㌶

３街区
中井町域

Ａ＝０．８９㌶

４街区
中井町域

Ａ＝０．８６㌶
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